
　組合員の皆様のご協力により「被扶養者資格確認届書」の回収が8月末に終了しました。
　改めて感謝申し上げますとともに、現在、内容確認を進めておりますので、状況に応じて提出書類を
依頼する場合もありますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

　今までパート・アルバイト等をされている場合であっても、認定要件を満たしていれば共済組合の被扶養者となることが
できましたが、平成28年10月から社会保険への適用が拡大され、特定適用事業所※1に勤務する短時間労働者※2について新
たに健康保険、厚生年金保険に加入することとなりました。
　そのため、共済組合の被扶養者である方が適用拡大により勤務先の健康保険の適用となった場合は、共済組合の被扶
養者の認定取消の手続きをお願いします。
　なお、健康保険の適用（被保険者）については、お勤め先の事業所の規模や個々の雇用条件により異なりますので、詳
細は、お勤め先にお問い合わせください。
（※1） 特定適用事業所 

従業員501人以上の事業所が対象。
（※2） 短時間労働者 

以下の①～④のすべてに該当する方 
①１週間の所定労働時間が20時間以上　②月額賃金が88,000円（年収106万円）以上 
③勤務期間1年以上　④学生でないこと

パート・アルバイト（学生は除く）など短時間労働者の社会保険の適用が拡大されます。

被扶養認定について「兄姉」の同居要件がなくなります

【平成28年9月まで】 
　組合員の「兄姉」を被扶養者とする場合は、収入要件以外に「同居していること」が条件となっていました。
【平成28年10月から】 
　組合員と兄姉が同居していなくても、認定要件を満たせば、被扶養者として認定できます。
【被扶養者の範囲図（三親等内の親族）】
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の人は生計維持関係が条件 の人は生計維持関係と同一世帯が条件

数字は組合員からみた親等数
○は血族、（  ）は姻族を示します。

⑵配偶者

⑶配偶者

⑵配偶者

⑶配偶者

⑶配偶者

平成28年10月から法改正により医療保険制度の一部が変わります平成28年10月から法改正により医療保険制度の一部が変わります

保険課からのお知らせ

扶養状況調査（検認）へのご協力ありがとうございました扶養状況調査（検認）へのご協力ありがとうございました
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